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１１  試試験験のの日日程程 

 ※※後後期期ににつついいててはは、、年年明明けけにに実実施施予予定定でですすがが日日程程はは未未定定ととななっってていいまますす。。９９月月頃頃にに日日程程等等がが確確定定ししまますす  

ののでで、、当当支支部部ののホホーームムペペーージジ等等ででごご確確認認くくだだささいい。。  

※受験申請について、会場の収容人員の関係で受付期間中であっても、受付を締め切り、あるいは、他日の試験へ 

 の振替をお願いすることがありますことを、ご了承願います。 

２２  試試験験会会場場及及びび試試験験のの種種類類、、試試験験時時間間等等        

⑴ 試験会場  グリーンドーム前橋 後後期期はは未未定定）

⑵ 試験の種類及び試験時間  
 

    ※※試試験験会会場場・・試試験験室室へへのの入入場場・・入入室室はは、、そそれれぞぞれれ試試験験開開始始時時刻刻のの４４５５分分前前・・３３００分分前前かかららででききまますす。。  

 

消防設備士免状には甲種と乙種があり、甲種は工事整備対象設備等の工事、整備及び点検ができ、乙種は整備及び点検

ができますが、免状の種類ごとに取扱い可能な設備等が限定されていますので、設備等に応じた免状の種類が必要です。 

●消防設備士免状の種類と工事等のできる消防用設備等の種類は、次のとおりです。  

  

＊＊甲甲種種特特類類消消防防設設備備士士  
平成 16 年６月１日から施行された改正消防法で、新たに規定された「特特殊殊消消防防用用設設備備等等」の工事・整備を行えるのが、甲種特類

消防設備士です。 

従来の消防用設備等は、消防法令に定められた基準やそれに基づく告示、通達等の基準に従って設置するものですが、特殊消防用

設備等は、防火対象物ごとに基準(設備等設置維持計画)が示されます。この特殊消防用設備等の工事・設備を行う消防設備士は、

その内容を十分理解できなければならないため、従来の消防設備士よりも高い知見と能力が要求されることとなります。そのため、消

防法施行規則の一部改正で甲種の中に特殊消防用設備等に対応できる消防設備士の類型を新たに創設したものです。 

 
試 験 日 受 験 願 書 受 付 期 間 

(書 面 ・電 子 申 請 )  
合 格 発 表 
(予   定 ) 

免 状 交 付 
申 請 期 限 
(予   定 ) 

免状交付日 
(予   定 ) 

前  
期  

❶ ８月３０日（土） 午後 

❷ ８月３１日（日）午前・午後 ７月 ７日（月）～７月１７日（木） １０月 ３日（金) １０月１７日（金) １０月３１日（金) 

免状の種類 消 防 用 設 備 等 の 種 類 

 甲甲  種種  特特  類類  **  
特特殊殊消消防防用用設設備備等等（従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の

性能があると認定した設備等） 

甲 

種 
又 
は 

乙 

種 

第１類 
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火

設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 

第２類 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場泡消火設備 

第３類 
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッ

ケージ型自動消火設備 

第４類 

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自

動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居

住施設用自動火災報知設備 

第５類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 

乙 
種 

第６類 消火器 

第７類 漏電火災警報器 
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３３  受受験験のの申申請請方方法法及及びび申申請請場場所所  

⑴ 申請方法 

受験の申請方法は、書面申請（願書提出による受験申請）と電子申請（インターネットによる受験申請）

の２通りがあります（受験資格及び受験申請に必要な書類等については、それぞれ２頁の「４ 受験資格」、

「５ 受験手続」をご覧ください。）。 

なお、申請期間は、書面申請、電子申請ともに同じ期間です。 

ア 書面申請 

申請期間内に⑵の申請場所に持参するか郵送してください。持参の場合の受付は、平日の午前９時

から午後５時までです。郵郵送送のの場場合合はは、、申申請請期期間間のの最最終終日日ままででのの消消印印ののああるるももののをを受受けけ付付けけまますす。。期

限を過ぎて提出された受験願書は受理できません。郵便物の不着事故を防ぐために、特定記録郵便又

は簡易書留郵便の利用をお勧めします。 

イ 電子申請 

電子申請の受付は、申請開始日の午前９時から申申請請締締切切日日のの午午後後1111時時5599分分ままでで、システムメンテナ

ンスの時間（毎週土曜の午前３時～午前５時）を除き、２４時間対応しています。 

⑵ 申請場所（書面申請） 

申請場所 （一財）消防試験研究センター群馬県支部 

⑶ 試験案内、受験願書及び試験手数科払込用紙の入手場所 

群馬県内各消防本部（局）予防課・主な消防署及び（一財）消防試験研究センター群馬県支部 

  

４４    受受験験資資格格  
⑴ 甲種消防設備士試験を受験するには、一定の受験資格が必要です。 

詳細は、12～14 頁の別記１「甲種消防設備士試験の受験資格」を参照してください。 

⑵ 乙種消防設備士試験には、受験資格は必要ありません。 

  

５５    受受験験手手続続  

  受受験験手手続続はは、、書書面面申申請請とと電電子子申申請請にによよっってて異異ななりりまますす。。  

⑴ 書面申請 

 受験する種類ごとに、次の書類が必要です。 

ア 受験願書（５～７頁に記載する「消防設備士試験受験願書〔記入例〕」を参照してください。） 

イ 郵便局にて試験手数料を払い込んだ場合は「振替払込受付証明書（（おお客客ささまま用用））」 

ウ 甲種を受験する方は、受験資格を証明する次のいずれかの書類（12～14 頁の別記１「甲種消防設備

士試験の受験資格」表中の証明書類欄を参照してください。甲種特類を受験する場合の証明書類は、

(ｳ)のみとなります。）     

(ｱ) 卒業を証明するもの：学校の卒業証明書又は学科名が明記されている卒業証書 

(ｲ) 単位取得を証明するもの：学校の単位取得証明書又は授業科目別の履修時間の入った履修証明書 

(ｳ) 消防設備士を証明するもの（既に持っている消防設備士免状） 

(ｴ) 実務経験証明書（受験願書Ｂ面裏の様式に記入してください。） 

(ｵ) その他の資格等：他の国家試験による免許証、免状、合格証明書等 

なお、過去に甲種の試験を受験したときの受験票若しくは受験票（控）又は試験結果通知書（資格

判定コード欄に番号が印字されているものに限る。）を提出することにより、甲種の受験資格の証明

に代えることができます（コピー可）。たただだしし、、「「工工事事補補助助５５年年」」のの受受験験資資格格のの場場合合はは、、添添付付すするる過過

去去のの受受験験票票等等とと同同じじ指指定定区区分分をを受受験験すするる場場合合にに限限りりまますす。。 

エ 試験の一部免除を受ける方は、その資格を証明する書類（９頁の「8 試験の一部免除（甲種特類を

除く。）」を参照してください。）  

上記のほか、既に消防設備士免状の交付を受けている方は、当該免状による試験の一部免除を受けな

い場合であっても、その免状のコピー（表・裏）を受験願書のＢ面裏に貼り付けてください。 
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⑵ 電子申請 

 ア 申請方法 

  一般財団法人消防試験研究センターホームページ（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）から申請を

行ってください。なお、詳細にあっては同ホームページをご覧ください。 

ただし、同一試験日に危険物取扱者試験と消防設備士試験の両方を受験する方は電子申請する

ことはできません。 
  イ 受験資格証明書等 
    消防設備士免状以外の資格で、試験科目の一部免除を希望又は甲種消防設備士試験を受験する

方は、9頁の 8「試験の一部免除」または 12～14 頁の別記１「甲種消防設備士試験の受験資格」

を参照し証明書類を電子ファイル化（JPEG 形式または PDF 形式）したものを、申請情報入力

画面に従ってアップロードしてください。 
    証明書類が旧姓で現在の姓と一致しない場合、新旧の氏名が確認できる書類を証明書類と合わ

せてアップロードしてください。 
 
 
 
 

 
  ウ 注意事項 

スマートフォンからも電子申請はできますが、願書情報の入力において、携帯電話会社の提供

するメールアドレスやフリーメールアドレスを登録された場合は、携帯電話会社やフリーメール

運営会社が行っている迷惑メール対策等により、当センターから送るメールが受信できないこと

があります。詳詳細細はは、、（（一一財財））消消防防試試験験研研究究セセンンタターーホホーームムペペーージジ（（hhttttppss::////wwwwww..sshhoouubboo--sshhiikkee

nn..oorr..jjpp//））ををごご覧覧くくだだささいい。。 
  

⑶ 試験手数料の払込方法 

ア 試験手数料（（令令和和６６年年５５月月１１日日改改定定））は、 

右記のとおりです。 

 
イ 電子申請の場合 

払込方法は、次の決済方法から選択できます。 
試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｱ) ぺイジー（Pay-easy）決済 ※情報リンク方式、オンライン方式 
(ｲ) コンビニエンスストア決済（セブン―イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストッ

プ、セイコーマート、デイリーヤマザキ（一部店舗を除く。）） 
(ｳ) クレジットカード決済（VISA、MasterCard、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナー

ス） 
(ｴ) スマホ決済（PayPay、メルペイ） 
※ 一般財団法人消防試験研究センターでは、電子申請に係る試験手数料の収納に関して、全て

三井住友カード株式会社に業務委託しております。 
 

電子ファイル化に際しての留意事項 
１ 電子ファイル化は、 
 ① デジタルカメラ・スマートフォンで撮影したもの又はスキャンしたもの 
 ② 証明書類の全体が鮮明に確認できるもの 
 ③ 印影が欠けていないもの 
としてください。 

２ 証明書類を撮影する場合は、机等の平らな場所に置いて全体を写し、ピントを合わせて

鮮明に撮影してください。 
３ 原本を確認させていただく場合がありますので、原本は保管しておいてください。 
４ アップロードできるファイルサイズは、１０メガバイトまでです。 
 
【ご注意】 
 ご自身の受験資格の有無は、必ず事前に本試験案内、ホームページでご確認ください。 
ご不明な場合は、試験を実施する支部にお問い合わせください。 

甲甲種種  乙乙種種  

６６,,６６００００円円  ４４,,４４００００円円  
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ウ 書面申請の場合（払い込み用紙の場合） 
(ｱ) 受験願書と一緒に受領した所定の払込用紙を使用する場合は、前アの試験手数料を郵便局又

はゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。 

試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 
(ｲ) 次に「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願書用紙Ｂ面の試験手数料欄にのり付け

してください。（本人控えの「振替払込請求書兼受領証」を貼らないように注意してくださ

い。） 

また、複数種類の受験の場合は、それぞれの受験願書用紙Ｂ面の試験手数料欄にのり付けし

てください。 
「振替払込受付証明書（お客さま用）」を紛失、汚損等により受験願書に貼付できない場

合、当センターでは責任を負えませんので、くれぐれも紛失、汚損等しないようにしてくだ

さい。 
紛失、汚損等した場合は、再度払込みの上、新たな「振替払込受付証明書（お客さま用）

受験願書貼付用」を受験願書に貼り付けてください。 
なお、再度払い込みをした後で、紛失した「振替払込受付証明書（お客さま用）」を発見

したときは、還付申請により先に払い込まれた試験手数料をお返しします。 
 
エ 書面申請の場合（願書 B 面の２次元コードを経由で払込みの場合） 

払込方法は、次の決済方法から選択できます。 
試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｱ) 払込方法は、イ電子申請の場合と同じ。  
(ｲ) 決済完了後、決済完了メールに記載されている決済完了番号（１８桁）を受験願書 B 面の

決済完了番号記入欄に記入してください。 
 
オ 一一旦旦払払込込ままれれたた試試験験手手数数料料はは、、おお返返ししででききまませせんん。。  
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ウ 書面申請の場合（払い込み用紙の場合） 
(ｱ) 受験願書と一緒に受領した所定の払込用紙を使用する場合は、前アの試験手数料を郵便局又

はゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。 

試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 
(ｲ) 次に「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願書用紙Ｂ面の試験手数料欄にのり付け

してください。（本人控えの「振替払込請求書兼受領証」を貼らないように注意してくださ

い。） 

また、複数種類の受験の場合は、それぞれの受験願書用紙Ｂ面の試験手数料欄にのり付けし

てください。 
「振替払込受付証明書（お客さま用）」を紛失、汚損等により受験願書に貼付できない場

合、当センターでは責任を負えませんので、くれぐれも紛失、汚損等しないようにしてくだ

さい。 
紛失、汚損等した場合は、再度払込みの上、新たな「振替払込受付証明書（お客さま用）

受験願書貼付用」を受験願書に貼り付けてください。 
なお、再度払い込みをした後で、紛失した「振替払込受付証明書（お客さま用）」を発見

したときは、還付申請により先に払い込まれた試験手数料をお返しします。 
 
エ 書面申請の場合（願書 B 面の２次元コードを経由で払込みの場合） 

払込方法は、次の決済方法から選択できます。 
試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｱ) 払込方法は、イ電子申請の場合と同じ。  
(ｲ) 決済完了後、決済完了メールに記載されている決済完了番号（１８桁）を受験願書 B 面の

決済完了番号記入欄に記入してください。 
 
オ 一一旦旦払払込込ままれれたた試試験験手手数数料料はは、、おお返返ししででききまませせんん。。  
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ＢＢ面面  

受受験験願願書書ＢＢ面面のの２２次次元元ココーードド経経
由由ででのの払払込込みみのの場場合合、、決決済済完完了了
後後、、決決済済完完了了メメーールルにに記記載載さされれ
てていいるる決決済済完完了了番番号号（（1188 桁桁））をを
記記入入ししててくくだだささいい

 
 

 

 
 

 
 6,600  
 4,400  
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ＢＢ面面  

受受験験願願書書ＢＢ面面のの２２次次元元ココーードド経経
由由ででのの払払込込みみのの場場合合、、決決済済完完了了
後後、、決決済済完完了了メメーールルにに記記載載さされれ
てていいるる決決済済完完了了番番号号（（1188 桁桁））をを
記記入入ししててくくだだささいい

 
 

 

 
 

 
 6,600  
 4,400  
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ＢＢ面面裏裏面面  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６６  受受験験票票及及びび写写真真ににつついいてて  

⑴ 受験票の送付方法 

ア 書面申請の場合 

試験日の概ね１０日前までに郵郵送送
、、

します。試験日の５日前になっても届かない場合は、当支部（027

-280-6123）までご連絡ください。 

イ 電子申請の場合 

受験票は郵送されません。試験日の概ね１０日前までに申請時に入力された電子メールアドレスあ

てに受験票がダウンロードできる旨のメメーールル
、、、

をを当当セセンンタターーかからら送送信信しますので、受験者本人が受験票

をダウンロードして印刷し、試験当日、必ず持参してください。 

⑵ 写真の貼付（書面申請、電子申請共通） 

受験日前６か月以内に撮影した正面、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、無背景、上三

  
 

 

 

 

 
 

  

 
         

 
 〇〇設備株式会社 

 

  
   

〇
〇
〇 

株
式
会
社 

〇
〇 
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分身像の縦４.５cm、横３.５cm又はパスポート規格の大きさ、枠無しとし、鮮明なもの（裏面に撮影年月

日、氏名及び年齢を記入してください｡）を１枚準備して、受験票に貼ってください。デジタルカメラで

撮影されたものは、写真専用紙で印刷した鮮明なものとしてください。  

⑶ 受験票の氏名欄は、受験者の氏名をかい書で記入してください。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 真 に つ い て 

( )  
371-0854 Tel 027-280-6123 

- -  
 

良い写真           悪い写真 

 顔が大きい 
（顔が切れている） 

 

 

○○○ ○○○ 
 

○ ○ ○ ○ 

 
○○○会場 

 
0
0

ＷＷ11－－00000022    

○○○  〇〇〇 

○ ○ 〇 〇 

 

○○○会場 

 

101 講 義

00 

○○県○○市○○

・受験日前６ヵ月以内に撮影した写真 
・正面、無帽（宗教上、医療上の理由ある者を除く。）、

無背景、上三分身像又はパスポート規格 
・縦 4.5cm、横 3.5cm の大きさで枠なしの

鮮明なもの 
・髪が目にかからないようにして下さい。 
・サングラスをかけたものは不可です。 
・デジタル写真は写真専用用紙に印刷 
（プリント）したものに限ります。 

・裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記入

して下さい。 
・セロファンテープで貼らないで下さい。 

・写真は、受験者本人の確認及び免状作成

の際に使用します。 

 

（

 

T１－0001 

 
 
 
T１－0001 

 

 

 

 

15 

15 45 

45 

（正面、無帽、無背景の上三

分身像又はパスポート規格） 

8



8 

 

分身像の縦４.５cm、横３.５cm又はパスポート規格の大きさ、枠無しとし、鮮明なもの（裏面に撮影年月

日、氏名及び年齢を記入してください｡）を１枚準備して、受験票に貼ってください。デジタルカメラで

撮影されたものは、写真専用紙で印刷した鮮明なものとしてください。  

⑶ 受験票の氏名欄は、受験者の氏名をかい書で記入してください。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 真 に つ い て 

( )  
371-0854 Tel 027-280-6123 

- -  
 

良い写真           悪い写真 

 顔が大きい 
（顔が切れている） 

 

 

○○○ ○○○ 
 

○ ○ ○ ○ 

 
○○○会場 

 
0
0

ＷＷ11－－00000022    

○○○  〇〇〇 

○ ○ 〇 〇 

 

○○○会場 

 

101 講 義

00 

○○県○○市○○

・受験日前６ヵ月以内に撮影した写真 
・正面、無帽（宗教上、医療上の理由ある者を除く。）、

無背景、上三分身像又はパスポート規格 
・縦 4.5cm、横 3.5cm の大きさで枠なしの

鮮明なもの 
・髪が目にかからないようにして下さい。 
・サングラスをかけたものは不可です。 
・デジタル写真は写真専用用紙に印刷 
（プリント）したものに限ります。 

・裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記入

して下さい。 
・セロファンテープで貼らないで下さい。 

・写真は、受験者本人の確認及び免状作成

の際に使用します。 

 

（

 

T１－0001 

 
 
 
T１－0001 

 

 

 

 

15 

15 45 

45 

（正面、無帽、無背景の上三

分身像又はパスポート規格） 
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７７  試試験験科科目目、、問問題題数数及及びび試試験験時時間間  

種 別 試験科目 
類     別 

試 験 時 間 
一 
類 

二 
類 

三 
類 

四 
類 

五 
類 

六 
類 

七 
類 区分別 計 

甲 
 
 

種
（
特
類
以
外
） 

筆記 

消  防 
関係法令 

共通 ８ ８ ８ ８ ８ -- 

２時間１５分 
３時間１５分 

類別 ７ ７ ７ ７ ７ -- 

基礎的知識 
機械 ６ ６ ６ -- 10 -- 
電気 ４ ４ ４ 10 -- -- 

構造･機能 
及び 

工事･整備 

機械 10 10 10 -- 12 -- 
電気 ６ ６ ６ 12 -- -- 
規格 ４ ４ ４ ８ ８ -- 

計 45 45 45 45 45 -- 

実技 
鑑別等 ５ -- １５分 
製 図 ２ -- ４５分 

乙 
 
 
 
種 

筆記 

消  防 
関係法令 

共通 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

１時間３０分 
１時間４５分 

類別 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

基礎的知識 
機械 ３ ３ ３ -- ５ ５ -- 
電気 ２ ２ ２ ５ -- -- ５ 

構造･機能 
及び整備 

機械 ８ ８ ８ -- ９ ９ -- 
電気 ４ ４ ４ ９ -- -- ９ 
規格 ３ ３ ３ ６ ６ ６ ６ 

計 30 30 30 30 30 30 30 
実技 鑑別等 ５ １５分 

 
種 別 試験科目 問題数 試験時間 

甲
種
特
類 

筆記 
消防関係法令 15 

２時間４５分 構造･機能及び工事・整備 15 
火災及び防火に関する知識 15 

 
８８  試試験験のの一一部部免免除除（（甲甲種種特特類類をを除除くく。。））  

下表の⑴から⑹に該当する方は、甲種特類を除いて、申請により
．．．．．

試験の一部が免除になります。この場
合、試験時間は短縮されます。詳細は、18～20 頁の別記２を参照してください。 
一部免除を申請する場合は、受験願書の試験の免除欄の「受ける」に「〇」を記入するとともに、下表

の免除資格の該当者欄に対応する証明書類等欄の書類を添付してください。一部免除を辞退する場合は、
「受けない」に「〇」を記入してください。 
電子申請の場合は、消防設備士免状の免状番号を電子申請入力画面で入力し、科目免除を「受ける」、

「受けない」のいずれかを選択してください。消防設備士免状の写し（コピー）は不要です。 
なお、電子申請では、通常､消防設備士以外の資格で科目免除を受けることはできませんが、再受験の場合､

一定の条件の下で一部免除が受けられます。詳しくは当支部 ☎(027)280-6123までお問合せください。  

  

  該 当 者 免 除 内 容 証明書類等 

⑴ 消防設備士免状を有する者 

所持する免状の種類により、以下のいずれか 
ア 前記７の表の筆記の「消防関係法令」の「共通」 
イ 前記７の表の筆記の「消防関係法令」の「共通」と「基礎

的知識」 

消防設備士免状（表裏両
面の写し） 

⑵ 電気工事士免状を有する者 

ア 前記７の表の筆記の「基礎的知識」と「構造・機能及び
工事・整備」のうち「電気」 

イ 甲種第４類・乙種第４類は、実技の一部。乙種第７類は
実技の全部 

電気工事士免状（写し） 

⑶ 電気主任技術者免状を有する者 
前記７の表の筆記の「基礎的知識」と「構造・機能及び工

事・整備」のうち「電気」 
電気主任技術者免状 
（写し） 

⑷ 
技術士登録証を有する者 
(機械､電気､電子､化学､衛生工学部門) 

技術の部門に応じて前記７の表の筆記の「基礎的知識」と
「構造・機能及び工事・整備」 

技術士第２次試験（本試
験）の合格証明書又は技
術士登録証（写し） 

⑸ 
日本消防検定協会又は登録検定機関の職
員で、型式承認の試験の実施業務に２年
以上従事した者 

前記７の表の筆記の「基礎的知識」と「構造・機能及び工
事・整備」 

型式承認試験の実施業務
の従事証明書（原本） 

⑹ 
消防団員として５年以上勤務し､かつ､消防
学校の教育訓練のうち専科教育の機関科
を修了した者 

乙種第５類・第６類は、筆記の「基礎的知識」のうち「機械」
と実技の全部 

消防団員歴の証明書及び
消防学校の教育機関科修
了証（写し） 
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９９    試試験験のの方方法法  

⑴ 筆記試験 甲種、乙種とも、４肢択一式です。 
⑵ 実技試験（甲種特類を除く。）「鑑別等」、「製図」とも、写真、イラスト、図面等による記述式です。 

 

1100    複複数数種種類類のの受受験験  

電気工事士免状を有し、試験の一部免除を受ける方に限り、「甲種第４類と乙種第７類」又は「乙種第

４類と乙種第７類」のいずれかを同時に受験することができます。この場合、電子申請と書面申請のいず

れの方法も可能です。書面申請の場合は、受験願書を試験の種類ごとに作成し、同一の封筒に入れて提出

してください。試験時間は免除資格によって異なります。詳しくは当支部 ☎(027)280-6123 までお問合

せください。 
 

1111  合合格格基基準準  

⑴  甲種特類 
筆記試験において、「消防関係法令」、「工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法」、

「工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識」の各科目ごとに 40％以上で全体の出題

数の 60％以上の成績を修めた方を合格とします。実技試験はありません。 
⑵  甲種（特類以外）及び乙種 

「消防関係法令」、「機械又は電気に関する基礎的知識」、「消防用設備等の構造、機能及び工事又

は整備の方法」の各科目ごとに 40％以上で全体の出題数の 60％以上、かつ、実技試験において 60％以

上の成績を修めた方を合格とします。 
なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。 
実技試験の採点は、消防法施行規則第３３条の９の規定により、筆記試験が合格基準に達した方を対

象としています。 
 

1122  合合格格発発表表  

⑴ 合格発表の期日は、１頁の「１ 試験の日程」表中の「合格発表（予定）」欄をご覧願います。 
⑵ 合格者については、公示日の正午に当センターのホームページ上に掲示するとともに、群馬県支部の

事務所通路側壁面に合格者の受験番号を公示します。また、受験者全員に結果通知書を郵送します。 
ななおお、、試試験験結結果果のの合合否否にに関関すするる電電話話にによよるる問問合合せせ、、試試験験問問題題及及びびそそのの解解答答にに関関すするる問問合合せせににはは、、一一切切

応応じじらられれまませせんん。。  

  

1133    免免状状交交付付申申請請のの手手続続及及びび免免状状のの交交付付 

⑴ 免状交付申請の手続 
試験に合格した方の試験結果通知書には、住所、氏名等を印刷した「免状交付申請書」が付いていま

すので、記載内容を確認のうえ、１頁の「１ 試験の日程」表中の「免状交付申請期限」までに提出して

ください（試験結果通知書と免状交付申請書は切り離さないでください。）。 

なお、申請には次のものが必要になります。 

ア 申請１種類につき、申請手数料 22,,990000円（群馬県収入証紙を所定欄に貼ってください。） 

群馬県収入証紙は、県内の農業協同組合や交通安全協会等で購入できます。詳しくは、群馬県ホー

ムページ（「証紙売りさばき所」）をご覧ください。 

イ 既に消防設備士免状を持っている方は、その免状を同時に提出してください。 
ウ 免状返送用封筒（定形封筒の表に住所、氏名、裏に受験番号をそれぞれ記入し、簡易書留郵便
料金 446600円円分分の切手を貼ってください。）。 

⑵  申請書の提出方法 
免状交付申請期限までに当支部に持参するか、郵送してください。 

⑶ 免状交付 
免状交付の期日は、１頁の「１ 試験の日程」表中の「免状交付日（予定）」をご覧願います。 

⑷ 免状の書換え又は再交付の申請 
免状は、記載事項に変更があった場合は遅滞なく、写真については、撮影日が免状交付後10年を経

過する前に書換えを行うことが義務付けられています。所定の申請書等により、手続をお願いします。 

また 免状を亡失、滅失した場合や破損、汚損により免状の記載内容が確認できなくなった場合は、

10



10 

 

９９    試試験験のの方方法法  

⑴ 筆記試験 甲種、乙種とも、４肢択一式です。 
⑵ 実技試験（甲種特類を除く。）「鑑別等」、「製図」とも、写真、イラスト、図面等による記述式です。 

 

1100    複複数数種種類類のの受受験験  

電気工事士免状を有し、試験の一部免除を受ける方に限り、「甲種第４類と乙種第７類」又は「乙種第

４類と乙種第７類」のいずれかを同時に受験することができます。この場合、電子申請と書面申請のいず

れの方法も可能です。書面申請の場合は、受験願書を試験の種類ごとに作成し、同一の封筒に入れて提出

してください。試験時間は免除資格によって異なります。詳しくは当支部 ☎(027)280-6123 までお問合

せください。 
 

1111  合合格格基基準準  

⑴  甲種特類 
筆記試験において、「消防関係法令」、「工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法」、

「工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識」の各科目ごとに 40％以上で全体の出題

数の 60％以上の成績を修めた方を合格とします。実技試験はありません。 
⑵  甲種（特類以外）及び乙種 

「消防関係法令」、「機械又は電気に関する基礎的知識」、「消防用設備等の構造、機能及び工事又

は整備の方法」の各科目ごとに 40％以上で全体の出題数の 60％以上、かつ、実技試験において 60％以

上の成績を修めた方を合格とします。 
なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。 
実技試験の採点は、消防法施行規則第３３条の９の規定により、筆記試験が合格基準に達した方を対

象としています。 
 

1122  合合格格発発表表  

⑴ 合格発表の期日は、１頁の「１ 試験の日程」表中の「合格発表（予定）」欄をご覧願います。 
⑵ 合格者については、公示日の正午に当センターのホームページ上に掲示するとともに、群馬県支部の

事務所通路側壁面に合格者の受験番号を公示します。また、受験者全員に結果通知書を郵送します。 
ななおお、、試試験験結結果果のの合合否否にに関関すするる電電話話にによよるる問問合合せせ、、試試験験問問題題及及びびそそのの解解答答にに関関すするる問問合合せせににはは、、一一切切

応応じじらられれまませせんん。。  

  

1133    免免状状交交付付申申請請のの手手続続及及びび免免状状のの交交付付 

⑴ 免状交付申請の手続 
試験に合格した方の試験結果通知書には、住所、氏名等を印刷した「免状交付申請書」が付いていま

すので、記載内容を確認のうえ、１頁の「１ 試験の日程」表中の「免状交付申請期限」までに提出して

ください（試験結果通知書と免状交付申請書は切り離さないでください。）。 

なお、申請には次のものが必要になります。 

ア 申請１種類につき、申請手数料 22,,990000円（群馬県収入証紙を所定欄に貼ってください。） 

群馬県収入証紙は、県内の農業協同組合や交通安全協会等で購入できます。詳しくは、群馬県ホー

ムページ（「証紙売りさばき所」）をご覧ください。 

イ 既に消防設備士免状を持っている方は、その免状を同時に提出してください。 
ウ 免状返送用封筒（定形封筒の表に住所、氏名、裏に受験番号をそれぞれ記入し、簡易書留郵便
料金 446600円円分分の切手を貼ってください。）。 

⑵  申請書の提出方法 
免状交付申請期限までに当支部に持参するか、郵送してください。 

⑶ 免状交付 
免状交付の期日は、１頁の「１ 試験の日程」表中の「免状交付日（予定）」をご覧願います。 

⑷ 免状の書換え又は再交付の申請 
免状は、記載事項に変更があった場合は遅滞なく、写真については、撮影日が免状交付後10年を経

過する前に書換えを行うことが義務付けられています。所定の申請書等により、手続をお願いします。 

また 免状を亡失、滅失した場合や破損、汚損により免状の記載内容が確認できなくなった場合は、
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また 免状を亡失、滅失した場合や破損、汚損により免状の記載内容が確認できなくなった場合は、

再交付を申請することができます。 
「書換・再交付申請書」は、当支部及び県内各消防本部（消防署等）に備え付けられているほか、当

センターのホームぺージからダウンロードすることもできます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1144    そそのの他他のの注注意意事事項項  
⑴ 試験当日は、写真を貼った受験票（持参しない場合や所定の写真の貼付がない場合、受験できません。）、

鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ又はＢのもの）、消しゴムを必ず持参してください。 
⑵ 試験開始２０分前までに試験室に入室し、受験に当たっての注意事項の説明を受けてください。 
⑶ テンプレート等の定規類、電卓、携帯電話（スマートフォンを含む。）等の使用、参考書、法令集等の

参照は一切できません。 
⑷ 試験問題集及び解答カードは、持ち帰ることはできません。また、問題集の一部を切り取ったり、カメ

ラ等で撮影することもできません。このような行為は、失格となりますので注意してください。 
⑸ カンニング等により不正行為とみなされた場合、受験は直ちに中止、退室となり、試験は失格となります。 
⑹ 携帯電話、スマートフォン等は、必ず電源を切り、カバン等にしまってください。 
⑺ 事故等により、会場や日程を変更する場合には、群馬県支部からの緊急情報として当センターのホーム

ページ（トップページ 、、群馬県支部ページ ）に変更内容を掲示し

ます。特に、気気象象庁庁がが発発表表すするる特特別別警警報報等等のの防防災災情情報報にに対対処処ししてて試試験験日日時時をを変変更更すするる場場合合のの緊緊急急情情報報はは、、

試試験験開開始始時時刻刻のの２２時時間間前前ままででにに掲掲示示ししまますす。 
⑻ 当当セセンンタターーへへ一一旦旦提提出出しし、、受受理理さされれたた受受験験申申請請書書類類はは一一切切おお返返ししででききまませせんん。 
 

1155    問問合合せせ先先  

  ⑴ 受験に関すること 

一般財団法人 消防試験研究センター 群馬県支部 

☎ （０２７）２８０－６１２３ 

⑵ 電子申請に関すること 

電子申請（インターネットによる受験申請）については、当センターのホームページに詳細な利用方法

やＱ＆Ａが掲載されていますので、電子申請に当たっては、必ずこれらをご確認の上、お申込みください。 

なお、電子申請に関するトラブル等の問合せは、下記までお願いします。 

一般財団法人 消防試験研究センター 電子申請室 

専用電話 ０５７０－０７－１０００（有料） 

受付時間 ９：００～１７：００（土日、祝日を除く） 

※ 一般財団法人 消防試験研究センターホームページ https://www.shoubo-shiken.or.jp/ 

  

＊免状は、「運転免許証」の大きさです。そのため、返送用封筒は定形封筒です。 

自宅（勤務先可）
の郵便番号・住所を
書いてください。 

  

  

郵送料（簡易書留
料金を含む。）の切
手を貼ってください。 裏に受験番号を記入

してください。 

 
申請者の氏名を
書いてください。 

○○-○○○○ 

前前
橋橋
市市
大大
渡渡
町町
一一
��
十十
��
七七  

○○
○○
ママ
ンン
シシ
ョョ
ンン

号号  

赤赤
城城  

太太
郎郎  

様様  
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別記１ 
 

甲種消防設備士試験の受験資格 

      下表に示す対象者に該当する者は、甲種消防設備士試験の受験資格があります。 
特類 

対象者 内          容 
願書資格欄 
の記入略称 

証明書類 

１ 甲種消防設備士免状の

交付を受けている者 

⑴ 甲種第１類～第３類のうち１つ・甲種第４・５

類の取得者 
⑵ 甲種第１類～第３類のうち２つ・甲種第４・５

類の取得者 
⑶ 甲種全類の取得者 

甲特 免状 

 
特類以外 

対象者 内          容 
願書資格欄 
の記入略称 

証明書類 

１ 「甲種消防設備士免状」の

交付を受けている者 

科目免除あり。 

（受験する類と既得免状の類により異なります｡） 
甲種 免状 

２ 学校教育法による大学､高

等専門学校(５年制)､高等

学校又は中等教育学校に

おいて機械､電気､工業化

学、土木又は建築に関す

る学科又は課程を修めて

「卒業した者」（当該学科又

は課程を修めて同法による

専門職大学の前期課程を

修了した者を含む。） 

⑴ 別表１「指定学科一覧表」に示す学科を卒業した者 

 

 

 

⑵ 大学、短大、高等専門学校において左記に掲げた学科

に関する科目を１５単位以上修得して卒業した者（当該

科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。）（別表２「授業科目一覧表」により算定） 

⑶ 高等学校又は中等教育学校で、左記に掲げた学科に

関する科目を８単位以上修得して卒業した者（別表２「授

業科目一覧表」により算定） 

大卒､短大卒､

高専卒、専門職

了、高校卒､中

等教育卒 

大学等卒１５単

位 

 

 

高校等卒８単位 

卒業証書、卒

業証明書又

は学位記 
 

単 位 修 得 証

明書 

３ 「乙種消防設備士免状」の

交付を受けた後２年以上、

工事整備対象設備等の整

備の経験を有する者 

消防設備士でなければ行えない工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者（法第１７条の５の規定に基づく

政令に定めるものに限る。） 

 

整備経験２年 

 

 

免状及び実務

経験証明書 

 

 

４ 学校教育法による大学、

高等専門学校、大学院又

は専修学校に｢在学中又は

中途退学した者等｣で､機

械、電気、工業化学、土木

又は建築に関する科目を１

５単位以上修得した者 

 

⑴ 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等

専門学校(５年制)、大学院又は専門職大学院におい

て、左記に掲げた学科に関する授業科目（別表２「授業

科目一覧表」）を１５単位以上修得した者 

⑵ 学校教育法第１２４条に定める専修学校（｢専門学校｣）

において左記に掲げた学科に関する授業科目（別表２

｢授業科目一覧表｣）を１５単位以上修得した者 

ただし､単位制度のない専修学校にあっては､講義に

ついては１５時間､演習については３０時間､実験、実習

及び実技については４５時間の授業をそれぞれ１単位と

して１５単位以上修得した者 

大学等１５単位 

 

 

 

専修学校 

 

単位修得証明

書 

 

 

単位修得証明

書 
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別記１ 
 

甲種消防設備士試験の受験資格 

      下表に示す対象者に該当する者は、甲種消防設備士試験の受験資格があります。 
特類 

対象者 内          容 
願書資格欄 
の記入略称 

証明書類 

１ 甲種消防設備士免状の

交付を受けている者 

⑴ 甲種第１類～第３類のうち１つ・甲種第４・５

類の取得者 
⑵ 甲種第１類～第３類のうち２つ・甲種第４・５

類の取得者 
⑶ 甲種全類の取得者 

甲特 免状 

 
特類以外 

対象者 内          容 
願書資格欄 
の記入略称 

証明書類 

１ 「甲種消防設備士免状」の

交付を受けている者 

科目免除あり。 

（受験する類と既得免状の類により異なります｡） 
甲種 免状 

２ 学校教育法による大学､高

等専門学校(５年制)､高等

学校又は中等教育学校に

おいて機械､電気､工業化

学、土木又は建築に関す

る学科又は課程を修めて

「卒業した者」（当該学科又

は課程を修めて同法による

専門職大学の前期課程を

修了した者を含む。） 

⑴ 別表１「指定学科一覧表」に示す学科を卒業した者 

 

 

 

⑵ 大学、短大、高等専門学校において左記に掲げた学科

に関する科目を１５単位以上修得して卒業した者（当該

科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。）（別表２「授業科目一覧表」により算定） 

⑶ 高等学校又は中等教育学校で、左記に掲げた学科に

関する科目を８単位以上修得して卒業した者（別表２「授

業科目一覧表」により算定） 

大卒､短大卒､

高専卒、専門職

了、高校卒､中

等教育卒 

大学等卒１５単

位 

 

 

高校等卒８単位 

卒業証書、卒

業証明書又

は学位記 
 

単 位 修 得 証

明書 

３ 「乙種消防設備士免状」の

交付を受けた後２年以上、

工事整備対象設備等の整

備の経験を有する者 

消防設備士でなければ行えない工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者（法第１７条の５の規定に基づく

政令に定めるものに限る。） 

 

整備経験２年 

 

 

免状及び実務

経験証明書 

 

 

４ 学校教育法による大学、

高等専門学校、大学院又

は専修学校に｢在学中又は

中途退学した者等｣で､機

械、電気、工業化学、土木

又は建築に関する科目を１

５単位以上修得した者 

 

⑴ 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等

専門学校(５年制)、大学院又は専門職大学院におい

て、左記に掲げた学科に関する授業科目（別表２「授業

科目一覧表」）を１５単位以上修得した者 

⑵ 学校教育法第１２４条に定める専修学校（｢専門学校｣）

において左記に掲げた学科に関する授業科目（別表２

｢授業科目一覧表｣）を１５単位以上修得した者 

ただし､単位制度のない専修学校にあっては､講義に

ついては１５時間､演習については３０時間､実験、実習

及び実技については４５時間の授業をそれぞれ１単位と

して１５単位以上修得した者 

大学等１５単位 

 

 

 

専修学校 

 

単位修得証明

書 

 

 

単位修得証明

書 
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５ 学校教育法による「各種学

校その他消防庁長官が定

める学校」において機械、

電気、工業化学、土木又は

建築に関する科目を、講義

については１５時間、演習

については３０時間、実験､ 

⑴ 学校教育法第１３４条第１項に定める各種学校 

⑵ 学校教育法による大学及び高等専門学校の専攻科 

 

⑶ 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校 

 

⑷ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校､
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単位修得証明
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校等 
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６ 技術士法第４条第１項によ

る「技術士」第２次試験に合

格した者 

科目免除は、類により免除を受けられる技術士の部門が

指定されています（指定された部門以外は､科目免除はあ
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技術士（○○）

部門 
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技術士登録証 
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に規定する｢電気工事士｣

(特種電気工事資格者を除
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合格証書又

は合格証明
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８ 電気事業法第４４条第１項

に規定する第１種～第３種

の「電気主任技術者免状」

の交付を受けている者 

⑴ 電気主任技術者免状の交付を受けている者 

 

⑵ 電気事業法附則第７項の規定により電気主任技術者

免状の交付を受けているとみなされる者（認定された学

校を卒業した者に対して卒業と同時に資格を付与され

た制度） 

電気主任技術者 

 

 

 

 

免状 

 

認定校の卒業

証明書等 

 

９ 「工事整備対象設備等の

工事の補助者」として、５年

以上の実務経験を有する

者 

受験しようとする消防設備士試験の指定区分に係る消防

用設備等の工事の補助の経験を有する者 

工事補助５年 

 

 

実務経験証明

書 
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10 その他前２から９までに掲
げる者に準ずるものとして
消防庁長官が定めた者 

⑴ 次に掲げる学校において､機械､電気､工業化学､土木
又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
（学科名は､別表１｢指定学科一覧表｣による｡） 

これに該当しない場合は、別表２「授業科目一覧表」に
示す科目を１５単位以上修得した者 
ア 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大

学、高等専門学校(５年制)又は高等学校に相当する
もの 

イ 旧師範教育令による高等師範学校 
ウ 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所 

大学等卒 卒業証書又は
卒業証明書及
び単位修得証
明書 

 
 

⑵ 学校教育法第１０４条に基づき、大学又は学位授与機
構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいず
れかに相当する専攻分野の名称を付記された「修士又
は博士」の学位を有する者（外国において授与されたこ
れらに相当する学位を含む。） 

 
 
 
 
⑶ 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業

程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築
の部門に関する合格者 

⑷ 建設業法第２７条の規定による管工事施工管理の種目
に係る１級又は２級の技術検定に合格した者 

⑸ 教育職員免許法により、高等学校の｢工業｣の教科につ
いて普通免許状を有する者（旧教員免許令を含む｡） 

⑹ 電波法第４１条の規定により無線従事者の資格の免許
を受けている者 （アマチュア無線技士を除く｡） 

⑺ 建築士法第２条に規定する１級建築士又は２級建築士 
 
 
 
⑻ 職業能力開発促進法第４４条（旧職業訓練法第６６条）

の規定による配管の職種に係る１級又は２級の試験に合
格した者 

⑼ ガス事業法第２６条の規定によるガス主任技術者免状
の交付を受けている者(第４類の消防設備士の受験に限
る｡) 

⑽ 水道法第２５条の５の規定による給水装置工事主任技
術者免状の交付を受けている者（旧法の資格者を含
む｡） 

⑾ 消防行政に係る事務のうち、消防用設備等に関する事
務について３年以上の実務経験を有する者 

⑿ 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和
４１年)において、消防用設備等の工事について３年以上
の実務経験を有する者 

⒀ 昭和４１年前の東京都火災予防条例による旧制度の消
防設備士 

博（修）士 
 
 
 
 
 
 
 
 
専検合格者 
 
 
管工事技士 
 
教員免許状 
 
無線従事者 
 
建築士 
 
 
 
配管技能士 
 
 
ガス主任技術者 
 
 
給水技術者 
 
 
消防行政 3 年 
 
省令前 3 年 
 
 
条例設備士 

学位授与証明
書、学位記、
修了証書、修
了証明書 
※ 学位を取得

していることが分

かるもので、専

攻分野の名称が

付記されたもの 
検定試験合格
証明書 
 
技術検定合格
証明書 
免許状 
 
免許証 
 
免許証又は１
級若しくは２級
建築士免許証
明書 
技能検定合格
証書 
 
免状 
 
 
免状又は登録
証 
 
実務経験証明
書 
実務経験証明
書 
 
免状 

［備考］ 
１ ４の大学（大学院の課程を含む｡）、高等専門学校等における修得単位は、卒業、在学中、中退、専攻科又は通信教育等

にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます（大学等で発行する「単位修得証明
書」による。）。 

２ 「願書資格欄の記入略称」欄の各略称は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 
証明書類として過去の受験票等を使用する場合も、この略称は必ず記載してください。 

３ 証明書類はコピー（縮小したものも可）でも支障ありません。 
４ ３、９及び 10⑾、⑿の「実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面裏の様式を使用してください。 
５ 旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定試験合格
者も同様の資格があります。詳細は、当支部 ☎(027)280-6123 までお問合せください。 
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10 その他前２から９までに掲
げる者に準ずるものとして
消防庁長官が定めた者 
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又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
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これに該当しない場合は、別表２「授業科目一覧表」に
示す科目を１５単位以上修得した者 
ア 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大

学、高等専門学校(５年制)又は高等学校に相当する
もの 

イ 旧師範教育令による高等師範学校 
ウ 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所 

大学等卒 卒業証書又は
卒業証明書及
び単位修得証
明書 

 
 

⑵ 学校教育法第１０４条に基づき、大学又は学位授与機
構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいず
れかに相当する専攻分野の名称を付記された「修士又
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の部門に関する合格者 

⑷ 建設業法第２７条の規定による管工事施工管理の種目
に係る１級又は２級の技術検定に合格した者 

⑸ 教育職員免許法により、高等学校の｢工業｣の教科につ
いて普通免許状を有する者（旧教員免許令を含む｡） 

⑹ 電波法第４１条の規定により無線従事者の資格の免許
を受けている者 （アマチュア無線技士を除く｡） 

⑺ 建築士法第２条に規定する１級建築士又は２級建築士 
 
 
 
⑻ 職業能力開発促進法第４４条（旧職業訓練法第６６条）

の規定による配管の職種に係る１級又は２級の試験に合
格した者 

⑼ ガス事業法第２６条の規定によるガス主任技術者免状
の交付を受けている者(第４類の消防設備士の受験に限
る｡) 

⑽ 水道法第２５条の５の規定による給水装置工事主任技
術者免状の交付を受けている者（旧法の資格者を含
む｡） 

⑾ 消防行政に係る事務のうち、消防用設備等に関する事
務について３年以上の実務経験を有する者 
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の実務経験を有する者 
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博（修）士 
 
 
 
 
 
 
 
 
専検合格者 
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教員免許状 
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ガス主任技術者 
 
 
給水技術者 
 
 
消防行政 3 年 
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条例設備士 

学位授与証明
書、学位記、
修了証書、修
了証明書 
※ 学位を取得

していることが分

かるもので、専

攻分野の名称が

付記されたもの 
検定試験合格
証明書 
 
技術検定合格
証明書 
免許状 
 
免許証 
 
免許証又は１
級若しくは２級
建築士免許証
明書 
技能検定合格
証書 
 
免状 
 
 
免状又は登録
証 
 
実務経験証明
書 
実務経験証明
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［備考］ 
１ ４の大学（大学院の課程を含む｡）、高等専門学校等における修得単位は、卒業、在学中、中退、専攻科又は通信教育等

にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます（大学等で発行する「単位修得証明
書」による。）。 

２ 「願書資格欄の記入略称」欄の各略称は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 
証明書類として過去の受験票等を使用する場合も、この略称は必ず記載してください。 

３ 証明書類はコピー（縮小したものも可）でも支障ありません。 
４ ３、９及び 10⑾、⑿の「実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面裏の様式を使用してください。 
５ 旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定試験合格
者も同様の資格があります。詳細は、当支部 ☎(027)280-6123 までお問合せください。 
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別表１  

指 定 学 科 一 覧 表（例示） 
次次のの「「学学科科」」をを修修めめてて卒卒業業ししたた者者はは､､「「卒卒業業証証明明書書（（ココピピーー可可））」」又又はは「「卒卒業業証証書書（（ココピピーー可可））」」のの提提出出

でで受受験験ででききまますす。。  

 大学、短期大学、高等専門学校、旧制の大学、旧制の専門

学校の卒業者用 
高等学校、中等教育学校、旧制の中

等学校の卒業者用 
ア  安全工学科  
エ  衛生工学科  エネルギー工学科  
オ  応用化学科  応用機械工学科  応用理化学科  

カ 
 開発学科  海洋建築工学科  海洋土木工学科 
 化学工学科  環境工学科  環境計画工学科 
 環境整備工学科  画像工学科  

 開発機械科  化学工学科 
 環境工学科 

キ 
 機械工学科  機械理学科  基礎工学科  金属工学科 
 機器工学科  機能機械学科  機能高分子学科 
 機関科    機械システム工学科 

 機械工学科  機械技術科 
 機械工作科  機械製図科 
 機関科  金属工業科 

ケ  計測工学科  建設工学科  建築工学科 建築工芸学科 
 原動機科 

 計測科  建設科  建築科 
 原動機科 

コ  工業化学科  交通工学科  光電工学科  構造工学科 
 構築工学科  合成化学工学科  高分子工学科 

 工業科  工業管理科 
 高分子工学科  航空車両整備科 

サ  産業機械工学科  材料工学科  材料技術科  産業技術科 

シ  資源開発工学科  資源循環工学科  社会開発工学科 
 情報処理工学科  情報工学科 

 色染化学科  自動車科 
 自動制御科  情報システム科 
 情報通信科 

ス  水工土木工学科  水産工学科 

セ 
 制御工学科  石油化学科  繊維システム工学科 
 生産工学科  精密工学科  生産精密工学科 
 設備工学科  繊維工学科  船舶機関工学科 

 制御機械科  生産機械科 
 精密機械科  設備科 
 セラミック科  繊維工学科 

ソ  造船学科  総合技術科  造船科 

ツ  通信工学科  通信工業科 〔チ〕地質工学科 

テ 
 鉄鋼冶金学科  電気工学科  電気機械工学科 
 電機工学科  電子工学科  電波通信学科 
 電子電気工学科  電子物性工学科  電子理学科 
 電気電子システム工学科 

 電気科  電気工事科  電子科 
 電子工業科  電波科 

ト  都市工学科  土木工学科  動力機械工学科  都市工学科  土木科 

ネ  燃料工学科  

ノ  農業機械学科  農業土木工学科  農業工学科 

ハ  舶用機械工学科  舶用機関科  反応化学科  

フ  物質工学科  〔ム〕無線通信科 

ユ  有機材料工学科  〔ヤ〕冶金科 

ヨ  溶接工学科  窯業科 
《注１》「工学科」「学科」「技術」「科」等の文字の有無により学科名の異なるものは、同学科名として取

扱うものとします。 

《注２》上記の指定学科には、組み合わせたものも含みます。 

   （例）機械工学―交通機械 農業機械 機械システム 機械制御 機械材料等 

《注３》上記の名称を含む学科であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する分

野」と認められないものは除きます。 
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別表２  

授 業 科 目 一 覧 表（例示） 

 次次のの名名称称のの授授業業科科目目はは、、原原則則ととししてて「「機機械械、、電電気気、、工工業業化化学学、、土土木木又又はは建建築築にに関関すするる分分野野とと認認めめらられれるる

授授業業科科目目」」ととししてて扱扱いいまますす。。  

 大学、短期大学、高等専門学校、旧制の大学、旧制の専門学

校の卒業者用 
高等学校、中等教育学校、旧制の中等

学校の卒業者用 
ア  アナログ電子回路  圧縮性流水  油空圧工学  
イ  移動工学  一般構造（土木系・建築系のみ）  インテリア装備  意匠製図 
ウ  運輸施設工学  
エ  衛生工学  エネルギー工学  エンジン流体力学  衛生・防災設備  衛生設備 
オ  応用化学  音響学  オプトエレクトロニクス  応用力学  織物機械 

カ 

 ガスタービン  化学工学  火災工学  加工機械学 
 加工冶金学  河川工学  架橋力学  画像工学 
 回路理論  過渡現象論  海岸工学  海洋建築 
 開発機械学  完全流体力学  岩石力学  岩盤力学 
 環境関係（土木系・建築系のみ） 

 化学工学  化学工業一般 
 化学工場  化学装置 
 化学反応  環境工学 

キ 

 ＣＡＤ／ＣＡＭ  気体力学  機械工学  機械製作 
 金属材料学  機械要素  機器制御  機器分析 
 機構学  機素動力学  機電変換工学  機能材料 
 強度設計学  給排水設備  橋梁工学  凝固加工学 
 基礎工学・基礎構造（土木系・建築系のみ） 

 機械一般  機械製作   
 機械・電気  機関乗船実習 
 金属加工  金属材料 
 漁船機関 

ク  空気力学  空港工学  空調設備  掘削機械学  空気調和設備 

ケ 
 系統工学  計測工学  珪酸塩工業化学  結晶塑性学 
 建設機械  建築力学  建築材料  建築設備 
 建築防災  原動機学  現代制御論  現代無機工業化学 

 計測回路  計測・制御 
 建築一般  建築構造  原動機 
 建築測量  原子工学一般 

コ 

 コンクリート工学  固体力学  工業化学  工業計測 
 工業地質学  工業分析  工作機械  交通工学  光学 
 航空工学  航空材料学  高温化学  高周波工学 
 交流理論  高電圧工学  高度加工技術  高分子化学 
 港湾工学  構造工学  合成化学 

 工業一般  工業数理  工業化学 
 工業基礎  工業材料  工業分析 
 工芸材料力学  鉱山機械 

サ  作業システム工学  砂防工学  材料学  材料力学 
 錯体触媒化学  産業機械 

 材料加工  材料技術基礎 
 材料製造技術  材料施工 

シ 

 システム工学  ジェット機関  資源システム工学 
 地震工学  地盤工学  自動化設計  自動車工学 
 磁気工学  実験計測法  写真測量  車輌工学 
 集積回路工学  潤滑工学  商船設計  焼結工学 
 消防設備  照明工学  触媒化学  上下水道工学 
 情報工学  蒸気タービン  信号処理論  振動学 

 色染化学  自動車工学 
 自動制御  情報技術 
 食品化学 

ス 
 スイッチング回路理論  水工学  水産土木工学 
 水質工学  水道工学  水理学  水力発電所 
 水路工学  数値制御システム工学  数値熱流体力学 

 水工  水産工学  水道 
 水利  水理 

セ 

 セラミック化学  センサ工学  施工法  生合成化学 
 生産工学  生物化学  生体高分子  生物有機化学 
 制御機器  制御工学  精密加工学  製造化学 
 石炭工学  石油化学  切削工学  接合工学 
 設計工学 設備工学  船体構造工学  船舶工学 
 線形回路  繊維化学  繊維高分子工学 

 生産実習  製造機器  設備計画 
 設備・管理  セメント  染色 
 セラミック技術  船舶構造 
 船舶設計 

ソ  塑性工学  送電  送配電工学  造船製図 
 装置工学  測量学  造船工学  造船実習  測量 

タ  ダム工学  耐震工学  耐震耐風工学  単位操作 
 炭化水素化学  弾塑性力学  暖房設備  
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別表２  

授 業 科 目 一 覧 表（例示） 

 次次のの名名称称のの授授業業科科目目はは、、原原則則ととししてて「「機機械械、、電電気気、、工工業業化化学学、、土土木木又又はは建建築築にに関関すするる分分野野とと認認めめらられれるる

授授業業科科目目」」ととししてて扱扱いいまますす。。  

 大学、短期大学、高等専門学校、旧制の大学、旧制の専門学

校の卒業者用 
高等学校、中等教育学校、旧制の中等

学校の卒業者用 
ア  アナログ電子回路  圧縮性流水  油空圧工学  
イ  移動工学  一般構造（土木系・建築系のみ）  インテリア装備  意匠製図 
ウ  運輸施設工学  
エ  衛生工学  エネルギー工学  エンジン流体力学  衛生・防災設備  衛生設備 
オ  応用化学  音響学  オプトエレクトロニクス  応用力学  織物機械 

カ 

 ガスタービン  化学工学  火災工学  加工機械学 
 加工冶金学  河川工学  架橋力学  画像工学 
 回路理論  過渡現象論  海岸工学  海洋建築 
 開発機械学  完全流体力学  岩石力学  岩盤力学 
 環境関係（土木系・建築系のみ） 

 化学工学  化学工業一般 
 化学工場  化学装置 
 化学反応  環境工学 

キ 

 ＣＡＤ／ＣＡＭ  気体力学  機械工学  機械製作 
 金属材料学  機械要素  機器制御  機器分析 
 機構学  機素動力学  機電変換工学  機能材料 
 強度設計学  給排水設備  橋梁工学  凝固加工学 
 基礎工学・基礎構造（土木系・建築系のみ） 

 機械一般  機械製作   
 機械・電気  機関乗船実習 
 金属加工  金属材料 
 漁船機関 

ク  空気力学  空港工学  空調設備  掘削機械学  空気調和設備 

ケ 
 系統工学  計測工学  珪酸塩工業化学  結晶塑性学 
 建設機械  建築力学  建築材料  建築設備 
 建築防災  原動機学  現代制御論  現代無機工業化学 

 計測回路  計測・制御 
 建築一般  建築構造  原動機 
 建築測量  原子工学一般 

コ 

 コンクリート工学  固体力学  工業化学  工業計測 
 工業地質学  工業分析  工作機械  交通工学  光学 
 航空工学  航空材料学  高温化学  高周波工学 
 交流理論  高電圧工学  高度加工技術  高分子化学 
 港湾工学  構造工学  合成化学 

 工業一般  工業数理  工業化学 
 工業基礎  工業材料  工業分析 
 工芸材料力学  鉱山機械 

サ  作業システム工学  砂防工学  材料学  材料力学 
 錯体触媒化学  産業機械 

 材料加工  材料技術基礎 
 材料製造技術  材料施工 

シ 

 システム工学  ジェット機関  資源システム工学 
 地震工学  地盤工学  自動化設計  自動車工学 
 磁気工学  実験計測法  写真測量  車輌工学 
 集積回路工学  潤滑工学  商船設計  焼結工学 
 消防設備  照明工学  触媒化学  上下水道工学 
 情報工学  蒸気タービン  信号処理論  振動学 

 色染化学  自動車工学 
 自動制御  情報技術 
 食品化学 

ス 
 スイッチング回路理論  水工学  水産土木工学 
 水質工学  水道工学  水理学  水力発電所 
 水路工学  数値制御システム工学  数値熱流体力学 

 水工  水産工学  水道 
 水利  水理 

セ 

 セラミック化学  センサ工学  施工法  生合成化学 
 生産工学  生物化学  生体高分子  生物有機化学 
 制御機器  制御工学  精密加工学  製造化学 
 石炭工学  石油化学  切削工学  接合工学 
 設計工学 設備工学  船体構造工学  船舶工学 
 線形回路  繊維化学  繊維高分子工学 

 生産実習  製造機器  設備計画 
 設備・管理  セメント  染色 
 セラミック技術  船舶構造 
 船舶設計 

ソ  塑性工学  送電  送配電工学  造船製図 
 装置工学  測量学  造船工学  造船実習  測量 

タ  ダム工学  耐震工学  耐震耐風工学  単位操作 
 炭化水素化学  弾塑性力学  暖房設備  
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チ  地質学  鋳造学  超音波工学  超電導（超伝導）工学 
 直流機器  地下資源開発  地質工学 

ツ  通信工学  通信機器  通信網工学 通信工学 通信機器 通信技術 

テ 

 データ通信  デジタル回路  鉄筋コンクリート工学 
 鉄鋼材料学  鉄骨工学  鉄道工学  天然物合成化学 
 伝送工学  伝熱工学  電気工学  電気音響 
 電気機器  電気設備  電気計測  電気鉄道 
 電気法規  電子工学  電子装置  電子デバイス 
 電子要素  電子回路  電磁気学  電磁波伝送 
 電熱工学  電波工学  電力工学  電力系統 

 電気工学  電気化学  電気工事 
 電子工学  電子機器  電子計測 
 電力設備 

ト 
 トラクタ実習  都市環境  都市工学  都市設備学 
 土質工学  土木工学  動力工学  道路工学 
 導電材料  特殊材料学  特殊鋼学 

 特殊材料  土質  土質力学 
 土木一般  土木施工 
 都市工学 

ナ  内燃機関  軟弱地盤工学   
ニ  荷役機械  

ネ  熱工学  熱機関  熱流体力学  熱力学  粘性 
 燃焼工学  燃料合成化学  燃料分析化学  

ノ  能動回路  農業機械工学  農業土木学  農業揚水機 
 農用トラック工学  農用内燃機関学 

 農業機械  農業水利 
 農業土木設計 

ハ  パルス回路 波動振動 破壊力学 配電工学 発変電工学 
 鋼構造 舶用機関  発電工学  反応工学  半導体 

 発送配電 ハードウェア技術 
 舶用機関 舶用電気 

ヒ  ピーエスコンクリート工学  非金属材料  光工学 
 光エレクトロニクス  光通信工学  光情報工学  

フ 

 ファインケミカル工業化学  プラズマ工学  物質強度学 
 プラント工学  プレストレストコンクリート工学 
 プロセス工学  浮体静水力学  分析化学 
 物理有機化学  分離精錬工学 

 船用機関  船用電気 

ヘ  平面及び曲面構造論  変電所    
ホ  ボイラー工学  放電工学  防災工学  防災設備  放射化学  ボイラー 
マ  マイクロデバイス  マイクロ波工学   
ミ  水資源工学  
ム  無機化学  無機合成  無機工業材料  無線  無線工学  無機工業化学 
メ  メカトロニクス 〔モ〕 木工機械 
ヤ  冶金工学  や金一般  や金実習 

ユ 
 油圧工学  輸送機械  誘電材料  有機化学 
 有機機能材料  有機量子化学  有機構造 
 有機合成学  有機反応  有線機器学 

 有機工業化学 

ヨ  溶接工学  溶接機器  溶接設計  溶接冶金学  溶接  窯業  窯炉・燃料 

リ  利水工学  理論有機化学  流水学  流体工学 
 流体回路  量子エレクトロニクス  量子電子工学  林業土木  林業機械 

レ  連続体力学  冷凍工学  冷蔵・冷凍 
ロ  ロボット工学  ロボティクス  論理回路  炉・燃料 
《注１》「工学」、「学」、「技術」等の文字の有無により科目名の異なるものは、同科目名として取扱うもの

とします。 

《注２》上記の授業科目には、一部の関連科目も含みます。（認められない科目もあります。） 

   （例）機械工学－機械システム設計 機械振動学 機械構造力学 機械材料学等 

《注３》上記の名称を含む授業科目であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関す

る分野」と認められないものは除きます。 

《注４》詳細はお問い合わせください。 
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別記２ 

科目免除・試験時間・試験問題数一覧表 
＊１  「●」印は、免除科目を示す。 

＊2  「－」印は、試験問題がないものを示す。例えば、甲種４類には、機械に関する出題が無く、全問電気に関する問題だけである。 

受 

験 

種 

類 

 
甲甲  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 
試 

験 

時 

間 

消
防
関
係
法
令 

工
事
整
備
対

象
設 

備 
等

の
構
造
、
機
能

及
び
工
事
又

は
整
備
の
方

法 工
事
整
備
対

象
設
備
等
の

性
能
に
関
す

る
火
災
及
び

防
火
に
係
る

知
識 

 試 験 問 題 数 15 15 15 

甲甲
種種
特特
類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ） 免 除 な し 2－45 

 

受 

験 

種 

類 

 
甲甲  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 
試 

験 

時 

間 

法 令 基礎的 
知 識 

構   造 
機   能 

実 技 
試 験 

共 

通 

類 

別 

機 

械 

電 

気 

機 

械 

電 

気 

規 

格 

鑑
別
等 

製 

図 

 試  験  問  題  数 8 7 6 4 10 6 4 5 2 

甲甲  

種種  

第第  

１１  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種2・3類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

甲種4・5類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種2・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊１＋甲種2～5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・衛生工学部門に限る。上記＊１も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
 

甲甲  

種種  
第第  
２２  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種1・3類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免除資格 
所 持 者 

甲種4・5類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種1・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊２＋甲種1・3～5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊２も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
 

 

甲甲  

種種  

第第  

３３  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種1・2類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免除資格 
所 持 者 

甲種4・5 類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種1・2 類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊３＋甲種1・2・4・5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊３も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
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別記２ 

科目免除・試験時間・試験問題数一覧表 
＊１  「●」印は、免除科目を示す。 

＊2  「－」印は、試験問題がないものを示す。例えば、甲種４類には、機械に関する出題が無く、全問電気に関する問題だけである。 
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造
、
機
能

及
び
工
事
又

は
整
備
の
方

法 工
事
整
備
対

象
設
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等
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に
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る
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及
び

防
火
に
係
る

知
識 

 試 験 問 題 数 15 15 15 

甲甲
種種
特特
類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ） 免 除 な し 2－45 

 

受 

験 

種 

類 

 
甲甲  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 
試 

験 

時 

間 

法 令 基礎的 
知 識 

構   造 
機   能 

実 技 
試 験 

共 

通 

類 

別 

機 

械 

電 

気 

機 

械 

電 

気 

規 

格 

鑑
別
等 

製 

図 

 試  験  問  題  数 8 7 6 4 10 6 4 5 2 

甲甲  

種種  

第第  

１１  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種2・3類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

甲種4・5類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種2・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊１＋甲種2～5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・衛生工学部門に限る。上記＊１も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
 

甲甲  

種種  

第第  

２２  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種1・3類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免除資格 
所 持 者 

甲種4・5類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種1・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊２＋甲種1・3～5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊２も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
 

 

甲甲  

種種  

第第  

３３  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

3－15 

設 備 士 
免状所持者 

甲種4・5類の免状所持者 ●       3－00 
甲種1・2類の免状所持者 ●  ● ●    2－30 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  3－00 

複 数 の 
免除資格 
所 持 者 

甲種4・5 類＋電工・電主 ●   ●  ●  2－30 
甲種1・2 類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  2－30 
技術士＊３＋甲種1・2・4・5類 ●  ● ● ● ● ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊３も同じ）   ● ● ● ● ● 1－45 
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受 

験 

種 

類 

 
甲甲  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 

試 
験 

時 

間 
法 令 基礎的 

知 識 
構   造 
機   能 

実 技 
試 験 

共 

通 

類 

別 

機 

械 

電 

気 

機 

械 

電 

気 

規 

格 

鑑
別
等 

製 
図 

 試  験  問  題  数 8 7 － 10 － 12 8 5 2 

甲甲  

種種  

第第  

４４  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）   －  －     3－15 
設備士免状 甲種1～3・5類の所持者 ●  －  －     3－00 
電工の免状所持者   － ● － ●  1問  2－30 
電主の免状所持者   － ● － ●    2－30 

複数の免除 
資格所持者 

甲種1～3・5類＋電工 ●  － ● － ●  1問  1－45 
甲種1～3・5類＋電主 ●  － ● － ●    1－45 

技術士の資格所持者（＊電気・電子部門に限る。下記＊４も同じ）   － ● － ● ●   1－45 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＊４＋甲種1～3・5類 ●  － ● － ● ●   1－30 
技術士＊４＋電工   － ● － ● ● 1問  1－45 
技術士＊４＋甲種1～3・5類＋電工 ●  － ● － ● ● 1問  1－30 

 試  験  問  題  数 8 7 10 － 12 － 8 5 2 

 

甲甲  

種種  

第第  

５５  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）    －  －  

免 

除 

な 

し 

3－15 
設備士免状 甲種1～4類の所持者 ●   －  －  3－00 
電工・電主の免状所持者    －  －  3－15 
複 数 の     
免除資格 
所 持 者 

甲種1～4類＋電工・電主  ●   －  －  3－00 
技術士＊５＋甲種1～4類 ●  ● － ● － ● 1－30 

技術士の資格所持者（機械部門に限る。上記＊５も同じ）   ● － ● － ● 1－45 
  

 
試  験  問  題  数 6 4 3 2 8 4 3 5 －  

乙乙  

種種  

第第  

１１  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

試 

験 

な 

し 

1－45 

設 備 士 
免状所持者 

甲種1・4・5類・乙種4～7類 ●       1－30 
甲種2・3類・乙種2・3類 ●  ● ●    1－15 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  1－30 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

甲種1・4・5類・乙種4～7類＋電工・電主 ●   ●  ●  1－15 
甲種2・3類＋乙種2・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  1－00 
技術士＊＊１＋甲種1～5類・乙種2～7類 ●  ● ● ● ● ● 0－35 

技術士の資格所持者（機械・衛生工学部門に限る。上記＊＊１も同じ）   ● ● ● ● ● 0－45 

乙乙  

種種  

第第  

２２  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種2・4・5類・乙種4～7類 ●       1－30 
甲種1・3類・乙種1・3類 ●  ● ●    1－15 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  1－30 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

甲種2・4・5類・乙種４～7類＋電工・電主 ●   ●  ●  1－15 
甲種1・3類・乙種1・3類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  1－00 
技術士＊＊２＋甲種1～5類・乙種1・3～7類 ●  ● ● ● ● ● 0－35 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊＊２も同じ）   ● ● ● ● ● 0－45 

乙乙  

種種  

第第  

３３  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）        

免 

除 

な 

し 

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種3～5類・乙種4～7類 ●       1－30 
甲種1・2類・乙種1・2類 ●  ● ●    1－15 

電工・電主の免状所持者    ●  ●  1－30 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

甲種3～5類・乙種４～7類＋電工・電主 ●   ●  ●  1－15 
甲種1・2類・乙種1・2類＋電工・電主 ●  ● ●  ●  1－00 
技術士＊＊３＋甲種1～5類・乙種1・2・4～7類 ●  ● ● ● ● ● 0－35 

技術士の資格所持者（機械・化学部門に限る。上記＊＊３も同じ）   ● ● ● ● ● 0－45 
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乙乙  

種種  

第第  

７７  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）   －  －    

試 

験 

な 

し 

1－45 

設 備 士 
免状所持者 

甲種1～3・5類・乙種1～3・5・6類 ●  －  －    1－30 
甲種4類・乙種4類 ●  － ● －    1－15 

電工の免状所持者   － ● － ●  ● 1－00 
電主の免状所持者   － ● － ●   1－15 

複数の免除 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～6類＋電工 ●  － ● － ●  ● 0－35 
甲種1～5類・乙種1～6類＋電主 ●  － ● － ●   0－45 

技術士の資格保持者（電気・電子部門に限る。下記＊＊７も同じ）   － ● － ● ●  0－45 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＋甲種1～5類・乙種1～6類 ●  － ● － ● ●  0－35 
技術士＋電工   － ● － ● ● ● 0－35 
技術士＊＊７＋甲種1～5類・乙種1～6類＋電工 ●  － ● － ● ● ● 0－35 

  試  験  問  題  数 6 4 5 － 9 － 6 5 －  

乙乙  

種種  

第第  
５５  
類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）    －  －  

免 

除 

な 

し 

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種1～5類・乙種1～4・7類 ●   －  －  1－30 
乙種6類 ●  ● －  －  1－15 

電工・電主の免状所持者    －  －  1－45 
複数の免状 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～4・7類＋電工・電主 ●   －  －  1－30 
乙種6類＋電工・電主 ●  ● －  －  1－15 

技術士の資格所持者（機械部門に限る。下記＊＊５も同じ）   ● － ● － ● 0－45 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● － ● － ● 0－35 
技術士＊＊５＋電工   ● － ● － ● 0－45 
技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類＋電工 ●  ● － ● － ● 0－35 

特定の消防団員   ● －  －  ● 1－15 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

特定の消防団員＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● －  －  ● 1－00 
特定の消防団員＋技術士＊＊５   ● － ● － ● ● 0－35 

特定の消防団員＋技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● － ● － ● ● 0－35 

乙乙  

種種  

第第  

６６  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）    －  －  

免 
除 
な 
し 

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種1～4類・乙種1～4・7類 ●   －  －  1－30 
甲種5類・乙種5類 ●  ● －  －  1－15 

電工・電主の免状所持者    －  －  1－45 
複数の免状 
資格所持者 

甲種1～4類・乙種1～4・7類＋電工・電主 ●   －  －  1－30 
甲種5類・乙種5類＋電工・電主 ●  ● －  －  1－15 

技術士の資格所持者（機械部門に限る。下記＊＊６も同じ）   ● － ● － ● 0－45 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● － ● － ● 0－35 
技術士＊＊６＋電工   ● － ● － ● 0－45 

技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類＋電工 ●  ● － ● － ● 0－35 
特定の消防団員   ● －  －  ● 1－15 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

特定の消防団員＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● －  －  ● 1－00 
特定の消防団員＋技術士＊＊６   ● － ● － ● ● 0－35 

特定の消防団員＋技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● － ● － ● ● 0－35 
 

受
験
種
類 

乙乙  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 試 
験 
時 
間 

法 令 基礎的 
知 識 

構  造 
機  能 

実 技 
試 験 共 

通 
類 
別 機 械 電 気 機 械 電 気 規 格 鑑別等 製 図 

 試  験  問  題  数 6 4 － 5 － 9 6 5 － 

乙乙  

種種  

第第  

４４  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）   －  －    

試 

験 

な 

し 
1－45 

設 備 士 
免状所持者 

甲種1～5類・乙種1～3・5・6類 ●  －  －    1－30 
乙種7類 ●  － ● －    1－15 

電工の免状所持者   － ● － ●  1問 1－00 
電主の免状所持者   － ● － ●   1－15 
複数の免除 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電工 ●  － ● － ●  1問 0－45 
甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電主 ●  － ● － ●   0－45 

技術士の資格所持者（電気・電子部門に限る。下記＊＊４も同じ）   － ● － ● ●  0－45 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＋甲種1～5類・乙種1～3・5～7類 ●  － ● － ● ●  0－35 
技術士＋電工   － ● － ● ● 1問 0－45 
技術士＊＊４＋甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電

工 ●  － ● － ● ● 1問 0－35 

20



 

20 

 

乙乙  

種種  

第第  

７７  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）   －  －    

試 

験 

な 

し 

1－45 

設 備 士 
免状所持者 

甲種1～3・5類・乙種1～3・5・6類 ●  －  －    1－30 
甲種4類・乙種4類 ●  － ● －    1－15 

電工の免状所持者   － ● － ●  ● 1－00 
電主の免状所持者   － ● － ●   1－15 

複数の免除 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～6類＋電工 ●  － ● － ●  ● 0－35 
甲種1～5類・乙種1～6類＋電主 ●  － ● － ●   0－45 

技術士の資格保持者（電気・電子部門に限る。下記＊＊７も同じ）   － ● － ● ●  0－45 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＋甲種1～5類・乙種1～6類 ●  － ● － ● ●  0－35 
技術士＋電工   － ● － ● ● ● 0－35 
技術士＊＊７＋甲種1～5類・乙種1～6類＋電工 ●  － ● － ● ● ● 0－35 

  試  験  問  題  数 6 4 5 － 9 － 6 5 －  

乙乙  

種種  

第第  

５５  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）    －  －  

免 

除 

な 

し 

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種1～5類・乙種1～4・7類 ●   －  －  1－30 
乙種6類 ●  ● －  －  1－15 

電工・電主の免状所持者    －  －  1－45 
複数の免状 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～4・7類＋電工・電主 ●   －  －  1－30 
乙種6類＋電工・電主 ●  ● －  －  1－15 

技術士の資格所持者（機械部門に限る。下記＊＊５も同じ）   ● － ● － ● 0－45 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● － ● － ● 0－35 
技術士＊＊５＋電工   ● － ● － ● 0－45 
技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類＋電工 ●  ● － ● － ● 0－35 

特定の消防団員   ● －  －  ● 1－15 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

特定の消防団員＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● －  －  ● 1－00 
特定の消防団員＋技術士＊＊５   ● － ● － ● ● 0－35 

特定の消防団員＋技術士＊＊５＋甲種1～5類・乙種1～4・6・7類 ●  ● － ● － ● ● 0－35 

乙乙  

種種  

第第  

６６  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）    －  －  

免 
除 
な 
し 

試 

験 
な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種1～4類・乙種1～4・7類 ●   －  －  1－30 
甲種5類・乙種5類 ●  ● －  －  1－15 

電工・電主の免状所持者    －  －  1－45 
複数の免状 
資格所持者 

甲種1～4類・乙種1～4・7類＋電工・電主 ●   －  －  1－30 
甲種5類・乙種5類＋電工・電主 ●  ● －  －  1－15 

技術士の資格所持者（機械部門に限る。下記＊＊６も同じ）   ● － ● － ● 0－45 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● － ● － ● 0－35 
技術士＊＊６＋電工   ● － ● － ● 0－45 

技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類＋電工 ●  ● － ● － ● 0－35 
特定の消防団員   ● －  －  ● 1－15 
複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

特定の消防団員＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● －  －  ● 1－00 
特定の消防団員＋技術士＊＊６   ● － ● － ● ● 0－35 

特定の消防団員＋技術士＊＊６＋甲種1～5類・乙種1～5・7類 ●  ● － ● － ● ● 0－35 
 

受
験
種
類 

乙乙  種種  受受  験験  者者  

科 目 免 除 資 格 

免  除  内  容 試 

験 

時 

間 

法 令 基礎的 
知 識 

構  造 
機  能 

実 技 
試 験 共 

通 
類 
別 機 械 電 気 機 械 電 気 規 格 鑑別等 製 図 

 試  験  問  題  数 6 4 － 5 － 9 6 5 － 

乙乙  

種種  

第第  

４４  

類類  

一 般 受 験 者 （ 免 除 な し ）   －  －    

試 

験 

な 

し 

1－45 
設 備 士 
免状所持者 

甲種1～5類・乙種1～3・5・6類 ●  －  －    1－30 
乙種7類 ●  － ● －    1－15 

電工の免状所持者   － ● － ●  1問 1－00 
電主の免状所持者   － ● － ●   1－15 
複数の免除 
資格所持者 

甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電工 ●  － ● － ●  1問 0－45 
甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電主 ●  － ● － ●   0－45 

技術士の資格所持者（電気・電子部門に限る。下記＊＊４も同じ）   － ● － ● ●  0－45 

複 数 の 
免状資格 
所 持 者 

技術士＋甲種1～5類・乙種1～3・5～7類 ●  － ● － ● ●  0－35 
技術士＋電工   － ● － ● ● 1問 0－45 
技術士＊＊４＋甲種1～5類・乙種1～3・5～7類＋電

工 ●  － ● － ● ● 1問 0－35 
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